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平成３０年度 第２回市民と市長の座談会 

会  議  報  告 

 

事務局 企画財政部広報秘書課広聴係 

開催日時 平成３０年５月２４日（木）午後７時００分～９時００分 

開催場所 前原町西之台会館 

参 加 者 男性１０名  女性 ４名   計１４名 

会議次第 

  

 １ 開    会   

  ２ 市長あいさつ  

  ３ 懇    談   

  ４ 閉    会   
 

主な意見 

 

  ・ 小金井 宮路楽器ホールの活用について 

・ 新庁舎建設に伴う地方債の償還について 

・ 公共施設の複数自治体による共有について 

・ 新庁舎事業の工程計画について 

・ 第二庁舎の賃貸借について 

・ 市の地方債・未償還額について 

・ 通学路の安全確保について 

・ 通学路の見守り員のための詰所について 

・ ＣｏＣｏバスの路線・運行時間の要望について 

・ 小金井の自然環境について 

・ 街路灯について 

・ 地域猫の対策について 

・ 水田跡の碑について 

・ はけの斜面の自然について 
    

懇談内容   別紙のとおり 

そ の 他   手話通訳者 ２名   保育士 ２名 
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平成３０年度 第２回市民と市長の座談会（懇談内容） 

 

 

１ 開  会 

 

 ○司会者 

  皆様、こんばんは。本日はご参加いただきまして、まことにありがとうございま

す。私は、本日の司会進行を務めさせていただきます広報秘書課長の天野と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

  初めに配付資料の確認をさせていただきます。１点目が本日の次第でございます。

２点目がアンケート。３点目、平成３０年度施政方針。４点目、小金井市新庁舎等

建設計画調査業務概要版。５点目、（仮称）小金井市新福祉会館建設基本計画概要

版。あらかじめ皆様にご用意したものは以上５点でございます。このほか、受付に

いくつか参考資料を置かせていただいておりますので、後ほどご覧いただき、ご自

由にお持ちいただければと思います。開催にあたりまして、事務局よりご説明を申

し上げます。この座談会は、平成２８年度から開始したもので、毎年５月と１１月

に年２回から４回程度、市民の皆様と市長とのフリートークということで開催して

おりまして、本日は今年度の２回目の開催となります。本日の進め方でございます

が、はじめに市政報告ということで、現在、力を入れて取り組んでおります市庁舎

及び（仮称）新福祉会館の建設につきまして、市長の西岡より簡単に説明をさせて

いただきます。その後、意見交換ということで、皆様から自由にご発言いただき、

それに対して市長がお答えするという形で進めさせていただきます。懇談に入るま

でに、事務局より３点ほどご了承いただきたいと思います。１点目、懇談中は議事

録作成のため、録音をさせていただきます。２点目、懇談の様子を撮影した写真を

ホームページに掲載させていただきます。写真のホームページを掲載するのを差し

支えがある方は、後ほどお声かけいただければ、ホームページ掲載のときに配慮さ

せていただきますので、お声かけをお願いいたします。３点目、最後でございます、

本日の終了時刻は午後９時までとなってございます。会場を撤収する都合上、終了

後につきましては速やかにご退場いただきますようご協力をお願いいたします。 

  では、次第に従いまして、市長の西岡よりご挨拶申し上げ、引き続き市政報告を

させていただきます。 

 

 

２ 市長あいさつ及び市政報告 
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 ○西岡市長 

  皆様、こんばんは。ご紹介いただきました西岡でございます。今日は、平成３０

年度の第２回目の市民と市長の座談会に、お忙しい中わざわざお越しいただきまし

てまことにありがとうございます。今年度２回目の開催となります。１回目は、連

休明けに梶野町の婦人会館で開催させていただきました。５月は２回目、この西之

台会館を活用させていただいております。予定では、１１月にも２回開催する予定

となっております。 

  私が小金井の市長に就任させていただいて、早２年と５カ月が経過したところで

ございます。今日はお手元に施政方針やたくさんのいろいろとお配りした資料ある

んですけれども、かさばってしまいますので、厳選しまして、施政方針と新庁舎等

建設計画調査報告書の概要、それから（仮称）新福祉会館の基本計画の概要をお配

りさせていただいておりますが、後ほど皆様方から自由にご発言をしていただきま

すけれども、今日は市政全般につきまして、今感じていることやご要望、ご不満、

いろいろあろうかと思いますので、いろいろなご意見を出していただき、ご議論さ

せていただければと思います。また、今日どうしてもこの場でお答えできないこと

に関しましては、もしよろしければお名前と住所を教えていただければ、持ち帰っ

てご返答するということも検討させていただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

  今年は、昭和３３年１０月の１日に小金井市が町から市へと移行いたしまして、

ちょうど６０年目を迎えることとなりました。市制施行６０周年ということでござ

いまして、さまざまな事業もあわせて行われております。第１回小金井市議会定例

会におきまして、ご議決をいただきました予算に基づき、そしてお配りしてござい

ます施政方針に基づきまして、今年度も市民サービスの向上、また課題の解決に向

けて、まだまだ道半ばの課題もございますけれども、一生懸命努力をしてまいりた

いと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。また１０月７日には、市

制施行６０周年記念式典を開催する予定となっておりまして、このときには市民、

功労者や名誉市民賞の贈呈、小金井市歌や記念動画の発表なども行う予定となって

おります。また、既に小金井市のオリジナル婚姻届などを作成しておりますけれど

も、この１年間にはたくさんの事業を行いますので、ぜひ皆様方にも盛り上げてい

ただき、参加できるような事業がありましたら、ぜひご参加いただければと考えて

おります。本日は皆様との対話を通しまして、たくさんのご意見をいただいて、そ

れを今後の市政運営に生かしていきたいと思っておりますので、いろんなご意見を

お願いしたいと思っております。 

  なお、今日は特に私からは、この２年５カ月間、ずっと積み上げてまいりました、

検討してまいりました新庁舎及び（仮称）新福祉会館の現在の私たちの考え方、こ

の間ずっと検討を進めてまいりまして、建設方針や新福祉会館の基本計画などを取

りまとめましたので、パワーポイントを通じて皆様方にぜひお示しさせていただき

たいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

  また、なるべく意見交換の時間を割きたいので、私としては今から３０分以内に



4 

 

私の報告は終わらせていただいて、その後は９時までじっくりと皆様方との意見交

換に集中させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それ

では、この後は座ったまま失礼させていただき、パワーポイントを使いますので、

若干、電気を落とさせていただくかもしれません、よろしくお願いします。では、

座ったままで失礼いたします。 

  まず冒頭は、市の市役所の庁舎及び（仮称）新福祉会館の問題についてでござい

ます、課題についてでございます。まず、市役所の庁舎の問題につきましては、こ

の間、私も選挙戦の公約でも、最も重要な公約として位置づけて訴えてまいりまし

たし、そして検討もずっとこの間してまいりました。市庁舎問題につきましては、

庁内での検証や、市議会の皆様方からのご提言などをいただきながら検討してまい

りましたが、これには３つの重要課題が密接に絡まっております。１つ目は、長年

の課題である新庁舎の建設です。平成４年に庁舎建設予定地を取得してから、もう

２６年が経過してございます。そして、この庁舎は今、老朽化が大変進んでおりま

す。本庁舎ももう５３年目、木造の西庁舎はもう築５９年、そして分散していると

いうことで、市民の方々へのサービスの面で大きな課題があります。また、市役所

職員の業務の非効率さというものもあろうかと思っております。そして、第二庁舎

の賃借期間も、もう２４年目を迎えてまいりました。この賃借庁舎の課題というも

のも解決しなければいけないことだと思っております。長年の課題である新庁舎の

建設を、何としても私としては実現したい。２つ目は、耐震性の不足によりまして、

安全性の観点から、既に閉館をいたしました福祉会館の早期の建設という大きな課

題がございます。今は暫定的に、福祉会館に入っていた方々はさまざまな場所で業

務を行っていただいておりますが、この機能を早期に回復することがあります。そ

して３つ目には、慎重かつ丁寧に対応していかなければならない清掃関連施設の再

配置という課題があります。これは、不燃系の施設のことを申し上げております。

ちなみに、可燃ごみの処理、小金井市の最重要課題の一つでございます、可燃ごみ

の処理につきまして、若干、報告をさせていただきます。平成１９年に二枚橋の焼

却炉の停止をいたしましてから、もう１０年以上が経過いたしました。この間さま

ざまな課題がありまして、小金井市は独自の焼却施設を持ち得ることができず、長

い間、三多摩地域の自治体の方々にご支援をいただいてまいりました。この場をお

借りいたしまして、全ての関係者の方々に感謝を申し上げたいと思います。またあ

わせて、ごみの減量にも、市民の皆様、事業者の皆様方に、本当に一生懸命取り組

んでいただきました。ありがとうございます。この成果が、実は人口１０万人から

５０万人未満の自治体の中で、小金井市が日本で一番１人当たりのごみの排出量が

少ないということや、リサイクル率も５０％を超え、全国でも２番目の高さにある

ということは、誇れることだと思っております。そして、平成２７年の７月に、日

野市、国分寺市、小金井市、３市で一部事務組合を設立いたしまして、浅川清流環

境組合を設立いたしました。この一部事務組合といたしましては、日野市域の中で、

現在、日野市が自区内処理しているクリーンセンターの隣地に、３市の市民の方々

のための可燃ごみ処理施設、新しい処理施設を建設して、そして活用していくとい
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うことで、この間さまざまな取り組みを行ってまいりました。おかげさまで、昨年

の１１月から日野市域におきまして、建設工事がスタートいたしまして、今着々と

工事が進んでございます。早ければ、来年の１２月にも試験運転の開始ができるの

ではないかということも念頭に置きながら、本格稼働の予定はオリンピックの年、

２０２０年、平成で申し上げますと３２年でございますが、２０２０年の４月から

本格稼働を目指しまして、今着々と準備を進めているところでございます。そして、

今、私が申し上げました３つ目の清掃関連施設の課題というのは、不燃系の施設の

ことを申し上げておりまして、現在は庁舎建設予定地の中で、暫定的に処理施設を

置いております缶、ペットの処理施設、それからもう一つが貫井北町、貫井北セン

ターの南側に位置しております中間処理場、ここではプラスチックの積みかえや粗

大ごみの破砕処理、危険物の取り扱い、こういったものを処理してございますが、

この不燃系の施設のある意味、リプレースということも、大きな課題の３つのうち

の１つということでございます。この間、具体的かつ現実的な方向性を固めるため

に、庁舎建設予定地内の地歴調査、測量、土壌汚染調査などを行ってまいりまして、

土壌汚染の恐れがないことを確認したほか、市民検討委員会、市議会の皆様方から、

また市民の皆様方からもいろんなご意見をいただきながら、先ほど申し上げました、

既に閉館いたしました（仮称）新福祉会館建設の基本計画を策定させていただきま

した。そして、各種関係法令に照らした施設の配置案を練り上げてまいりました。

後ほど、パワーポイントで皆様方に、私たちの考え方をお示しさせていただきたい

と思います。さまざまな情報が集約される中、市域の中央に位置している庁舎建設

予定地に、市民サービスと防災拠点の中枢を担う庁舎、市域の中央にございます庁

舎建設予定地はですね、ここに市民サービスと防災拠点の中枢を担う新しい庁舎と、

福祉サービスの拠点となる福祉会館を、同じ敷地の中で多機能複合施設として転換

していくことが、市民の皆様にとって、また、まちづくりの視点においても、大き

な利点があるという考えに至りました。この考えに至るまでには、庁内で６施設複

合化の検討、さまざまなことを行いました。そして、一旦、私はゼロベースでの見

直しをいたしまして、庁舎は蛇の目の跡地につくる、庁舎竣工後は、第二庁舎は所

有者の方に返還をする、この基本線は変えずに、ゼロベースで見直した結果、この

ような検討を積み上げてまいりました。そして、これらの施設は小金井市の新たな

ランドマークともなるものでございます。ちょうど中央線の南側に位置しておりま

して、電車からもよく見える場所にあります。また、あわせてこの庁舎建設と福祉

会館建設は、相当な施設の集約化になります。４キロ、３キロのコンパクトシティ

である小金井市において、今現在、かなり公共施設が分散している状態でございま

す。これを一つに集約いたします。そのことから、ＣｏＣｏバス路線の総合的な見

直しを、この完成にあわせてぜひ行わせていただきたいと思っております。ＣｏＣ

ｏバスにつきましては、今５つの路線、北口で１路線、南口で４路線運行させてい

ただいてございます。しかしながら、この路線は、いわゆるあかずの踏切、当時の

路線のままでございまして、いまだにまだ南北路線がないという状況でございます。

また、一定の年数がたちましたし、その間に駅周辺のまちづくりも大分、進んでま
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いりました。こういったことで、ＪＲ中央線の高架化も実現している、そして新庁

舎及び（仮称）新福祉会館建設の実現ができるということがもちろん前提になりま

すけれども、ＣｏＣｏバスの総合的な見直し、ここに庁舎と福祉会館ができるとい

うことも想定をいたしまして、ＣｏＣｏバスの全体的な総合的な路線の見直しにも、

ぜひ取り組ませていただきたいと考えております。余談でありますけれども、高架

線になったということで、もう一つ見直しを進めなければいけない課題があります。

これは、これからお話しするのは庁舎とはちょっとまた別次元ですが、学区域です

ね、小学校、中学校の学区域も、ずっとあかずの踏切のままの学区域になっていま

す。高架線になったことで、南北の交通が容易になりましたので、今ある道路状況

を念頭に置きまして、子どもたちのより快適で最善の学区域の見直しというものに

も、着手をしていかなければいけないと考えておりまして、既に教育委員会の方々

とは意見交換をスタートしてございますし、庁内検討も今進んでいるところでござ

います。また、お話を戻させていただきます。ということで、ＣｏＣｏバス路線の

総合的な見直しも、ぜひ行わせていただきたいと考えています。そして、何よりも

財政的な課題となってまいりました。第二庁舎の賃貸借の長期化を解消するという

こと、また災害時における市民の皆さんの生命と財産を守る拠点をつくり上げると

いう視点が大事でございまして、私としてこの新しい庁舎も福祉会館も、耐震強度

の大変高いものを目指していかなければいけないと思っております。災害対策本部

が設置できる場所でございますし、保健センターも入ってきますので、災害時医療

の拠点にもなります。また、社会福祉協議会の方々もこの建物に入ってきていただ

いますので、災害時ボランティアの拠点ともなるところでございますので、防災の

拠点となることを目指さなければいけません。また、今の庁舎は、皆様ご存じのよ

うに本庁舎はエレベーターがございません。車椅子の方が議会を例えば傍聴すると

きにも、多くの方々で運んでいかなければいけません。また、車椅子の方が安心し

て通行できたり、あるいはお仕事をされたりするときに、今の庁舎の規模、今の形

態というのには大きな課題がありますので、バリアフリー対応や、あるいは高度化

する個人情報にかかわるセキュリティ対策などの社会的ニーズにも、適切に応えて

いくことが重要だと考えております。現在、総事業費を約９０億円と見込む中、適

切な施設管理や計画的な改修なども行うことによりまして５０年、さらに途中でい

ろいろな改修も行いながらさらに数十年、私のまだ個人的な思いでありますけれど

も、手を入れ、大切に使いながら、長く親しまれる施設として、私は個人的には１

００年使えるぐらいの、使っていくぐらいの市役所庁舎を目指すべきではないかと

考えています。将来性のある応分の負担も考慮いたしまして、地方債の活用も考え

てございます。この後の基本設計段階に入ってまいりたいと思っております。考え

方をまとめ、基本計画をまとめ、施設の機能面についても考え方を取りまとめさせ

ていただきました。もちろん、この後も、議会の皆様方や市民の皆様方からのいろ

んなご意見もいただきながら、行うべき、やるべき修正は加えていく必要があると

思っております。しかしながら、３３年度末、平成３４年の３月の竣工を、私とし

てはぜひ実現させていただきたいと思っております。その意味で、今度の第２回定
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例会には、初めて基本設計の予算の上程の準備も進めてございます。今後とも、コ

スト意識を重視しながら、多機能複合化のメリットを最大限に追求していくととも

に、建物の生涯費用、ライフサイクルコストの適正化にも取り組んでいきたいと考

えております。平成３３年度末竣工へ向けまして、ぜひ努力をしてまいりたいと思

っておりますので、ぜひご理解とご協力をいただきたいと思っております。 

 少し駆け足になりますけれども、市民説明会も３月に行いましたので、このとき

のプロジェクターの画像を、パワーポイントを活用して少しお話をさせていただき

たいと思います。新庁舎につきましては、この間１万人アンケートも行いました。

そして、新庁舎基本計画も既に策定されてございます。蛇の目の跡地に庁舎建設を

行うということは、私としてはもうこれは市民の意思であると考えております。そ

して、私が市長に就任させていただいてから、さまざまな検討を行わせていただき

まして、これからお示しさせていただく私たちの考え方を取りまとめさせていただ

きました。現在の庁舎は本庁舎、これが築５２年、今年度で５３年目を迎えるかと

思います。そして、西庁舎につきましては、もう築５９年、もう間もなく６０年と

いうことでございます。本庁舎につきましては、耐震診断で一部指摘をいただいて

いるところであります。西庁舎につきましては、旧耐震ということです。そして、

本庁暫定庁舎、これは旧小金井市警察署が活用していた建物を引き継いで活用して

おりますが、もう間もなく約４０年ということです。そして、第二庁舎につきまし

ては、ご承知のように賃借庁舎、賃貸借を行わせていただいておりまして、既にも

う２４年が経過しているということになります。このほか、私たちが庁舎建設に導

入したいと思っております、貫井北町にある文書倉庫も集約したいと思っています。

それから、災害対策用資機材置場等防災関連施設、これは旧消防署で今の本庁舎の

敷地内にありますが、こちらも対象にしてまいりたいと思っております。これが新

庁舎の基本計画の概要版になります。これは、今現在も私たちが大切にしていると

ころでございまして、引き継いでございます。自治の要となる市民のための庁舎を

まず目指す、人や地域で安全でやさしい庁舎を目指す、そして素顔が見えるコンパ

クトな庁舎を目指すということの考え方でございます。この辺はちょっと時間がか

かりますので、少し飛ばしてまいりたいと思っております。これから、小金井市の

（仮称）新福祉会館建設の基本計画について、お話をさせていただきます。今年の

３月に取りまとめさせていただきました。市民検討委員会の皆様方に大変ご熱心に

ご議論いただきまして、取りまとめたものでございます。（仮称）新福祉会館の基

本理念は、「つなぎ、つながり、支え合い、高め合う、新しいきずなを創ります」

とさせていただきました。４つの理念、「人間性の尊重」、「自主・自立の確保」、「参

加・連帯と共生」、「生活の質の向上」の視点は欠かせません。 

  また、旧福祉会館には公民館の機能がございましたので、公民館の機能としても

活用できる集会施設などを併設してまいりますので、学びに関する視点も加えるこ

とで、小金井らしい施設づくりを目指してまいりました。施設コンセプトといたし

ましては、地域共生社会を実現するための拠点にさせていただきたいと思っており

まして、保健福祉の総合的支援、２つ目に一番下ですね、参加と協働による多様な
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交流な活動の推進、３点目が地域福祉活動の推進ということでございます。この新

福祉会館をどこの場所につくったらいいんだろうかということを、まず議論いたし

ました。私自身は、庁舎建設予定地での複合化ということを、当初から想定してお

りましたけれども、一度ゼロベースにいたしましたので、改めて庁内で検討させて

いただきました。新福祉会館建設の場所としては、市域のいずれのエリアにも偏ら

ないところがいいだろうと。福祉と保健に関する相談機能は、申請手続などの受付

窓口と近接しているところが望ましい。そして、福祉という場所でいえば、障害の

ある方々も多く利用されますので、自動車の利用が欠かせません。一定のオープン

スペースの確保が必要。そして、社会福祉協議会が入りますので、災害ボランティ

ア拠点と災害対策本部は、緊密な連携が必要ではないかという視点でございました。

その結果、市のほぼ中央に位置する場所が望ましい。そして、市役所、庁舎機能と

の連携がとれることが重要である。車でのアクセスが容易である必要がある。徒歩、

自転車、または公共交通を利用することも想定ということでございます。その結果、

建設場所は庁舎建設予定地、蛇の目ミシン工場跡地として、市の中心的な行政施設

であり、市民サービスの中核を担う庁舎と一体の敷地に整備することにより、地域

共生社会の拠点を目指し、総合的サービスの基盤を築くとさせていただきました。

こちらの地図が、皆様ご承知のことと思いますけれども、蛇の目ミシン工場跡地で

ございます。私が小さいころは、まだまだ工場が稼働していて、４月になると桜が

一斉に咲き誇って、もう桜の名所の一つだったなという記憶がございますが、現在

は庁舎建設予定地となっていて、若干、武蔵小金井に寄っていますが、市のほぼ中

央、そして今、この庁舎建設予定地の３・４・１２号線、市道ですね、３・４・１

２号線の整備が着々と進んでおります。連雀通りとのＴ字路も、すいすいプランに

よりまして拡幅工事が行われまして、新たに右折レーンが併設されました、少し便

利になりました。これから電線の地中化ですとか、最終的な仕上げの段階に入って

まいります。 

これが、新福祉会館に入る機能でございます。１つ目の保健福祉につきましては、

保健センター、子ども家庭支援センター、ファミリー・サポート・センターを導入

することといたしました。この保健センター等は、皆様ご承知のように、小金井市

の一番西側、小金井と国分寺の市境に位置してございます。ここは、たくさんの健

診、あるいは歯と口のイベント、あるいは子ども家庭支援センターということで、

いろいろな子育て支援の相談、あるいはファミリー・サポート・センター、お子様

をお連れの方が、東小金井あたりから通われる場合は、雨の日なんかは大変苦労し

ますという声を長年いただいてまいりました。したがいまして、この保健センター

にある全ての機能を、福祉会館に導入させていただきたいということで考えてまい

りました。そして、障がい者機能ということで申し上げますと、福祉共同作業所、

またシルバー人材センター、そして悠友クラブ連合会、これは高齢者の方々の生き

がいや社会参加につながる分野でございます。特に小金井市は、シルバー人材セン

ターが大変活発でございます。都内でたしか人口１万人以上、ほとんどの自治体が

そうでありますけれども、最も人口に対する加入率が高いのが小金井市でありまし
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て、シルバー人材センターは大変活発な活動をしていただいてございます。今、シ

ルバー人材センターは、中間処理場の中の２階建ての大変老朽化している建物の中

で活動してございまして、シルバー人材センターも大きな課題でございました。そ

して、真ん中でございますが、参加と協働による多様な交流や活動の推進というこ

とで申し上げますと、ボランティア・市民活動センター、そしていざ災害が発生し

た場合には、災害ボランティアセンターにさま変わりをいたします。そして、市民

協働支援センター、そしてこの新しい福祉会館には、多目的室やマルチスペース、

家事調理実習室というものもつくらせていただいて、さまざまな利用をしていただ

きたいなと考えております。そして３点目が、地域福祉活動の推進ということでご

ざいまして、新たに福祉総合相談窓口というものを創設させていただきたいと考え

ております。これは今まで、今現在ない機能であります。福祉に関しましては、い

ろいろな窓口があります。高齢者、障がい者、あるいは生活困窮、もうたくさんの

窓口があります。そして、社会福祉協議会の方々や市だけではなくて、いろいろな

各種団体の方々にも担っていただいております。今までどこに行ったらいいかわか

らないという大きな課題がありました。そして、今は分散状態となっております。

ここで、新たな福祉会館が建設されるということに際して、福祉の総合相談窓口を

ぜひつくろうということを市役所庁内で検討させていただきまして、今般、機能と

して導入させていただくことといたしました。また、福祉の問題というのは、皆様

ご承知のように、１つの問題で悩んでいるというよりは、もう複合的でいろんな多

種多様な問題が絡み合っている方がたくさん多いんです。したがいまして、ここに

相談に来た方には、いきなり窓口を相談するのではなく、その相談内容を聞き、寄

り添い、そしてその方に見合った支援計画というものをつくれる、そういう場所を

想定してございます。そして、その次には自立支援サポートセンター、権利擁護セ

ンター、障害者就労支援センター、福祉オンブズマン、災害ボランティアセンター、

こういったものを導入させていただきたいと思っております。こういった機能は、

もともと福祉会館にあった機能もあります。それから、新たに社会福祉協議会を、

すいません、社会福祉協議会はもともと福祉会館の中心的な役割を担っていただく

団体でございますので、この福祉会館の中に当然入っていただくことになります。

これは大変細かいお話になりますので、ちょっと少し進めさせていただきたいと思

います。そもそも福祉会館、（仮称）新福祉会館ということでありますが、旧福祉

会館というのはもう既に現在解体作業を終えまして、更地になってございます。長

い間、本当に長い間、５０年近く、市民のためにご尽力をいただいた施設でござい

ます。新たな福祉会館に導入される機能というのは、保健センター、一番市域の西

側にあるところ、それからもともと福祉会館にあった機能、ただこの中で、全ての

機能が入るわけではございません。例えば、公民館本館の事務室などは、新たな福

祉会館には入りませんけれども、ほぼ大半の機能が新しい福祉会館に戻ってまいり

ます。それから、市役所の第二庁舎の中には、エンジョイワーク・こころ、障害者

就労支援センターがございまして、こちらも福祉会館に入ってまいります。そして、

シルバー人材センターですね、今、中間処理場の施設の中にございます。それから、
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作業所もここの中間処理場の中にあります。それから、本庁暫定施設の中にも、福

祉会館の中に入ってくる機能がございます。また、駐車場につきましては、この新

庁舎とこの（仮称）新福祉会館の両方を見ていかなければいけませんので、１２６

台は必要というふうに想定しました。また、駐輪場につきましては、市域の中央に

ございます関係で、私といたしましては、自転車を利用する方が大変多いのではな

いのかなと考えております。そういう意味で、４００台ということを想定いたしま

した。福祉会館につきましては、その施設の累計、これまで活動した面積を想定し

まして、４,４００平米ということを現在想定してございます。こちらが市域の中

央、新庁舎建設予定地の場所になります。そして、新庁舎建設予定地の中について

でございますが、これが新庁舎建設予定地の今の状況でございます。今現在は、リ

サイクル事業所、いわゆるリサイクルセンターがございます。この建物も、もとも

と蛇の目ミシン工場が使っていたものを今も使っています。大変老朽化している施

設でございます。そして、この北側では空き缶を、実は処理している施設がござい

ます。あまり外から目立たないんですけれども、小金井市の空き缶を全てここで処

理しております。それから、この庁舎建設予定地のほぼど真ん中に、暫定的にペッ

トボトルを処理する施設と、古布、布ですね、布を処理する施設、処理といいまし

ょうか、布を一旦全部集めて、仕分けをする場所がございます。この空き缶にして

もペットボトルにしても、これを暫定ということで小金井市が、たしか平成８年だ

ったと思いますけれども、設置をしたものでございます。これが空から見た映像で

ございます。施設規模でございますけれども、新庁舎につきましては、約１万２,

６６５平米、これ単体の場合ですね、福祉会館については４,４００平米というこ

とになりました。もしこれを複合化した場合、複合化いたしますと、新庁舎と新福

祉会館でおおむね１万６,４００平米ということで、若干圧縮できるということに

なります。新庁舎等の建設の配置パターンでありますけれども、先ほどお見せしま

したこの空き缶の施設と、缶、ペットの施設がほぼ市域のこのど真ん中にあるとい

うのが、実は庁舎建設等の中で大きな課題ということになりました。ここから先は、

またさらに時間がかかってしまいますので少し飛ばしてまいりますけれども、これ

が先ほど申し上げました缶とペットの関係ですね。それで、空き缶とペットボトル

の施設を、そのままの状態で庁舎と福祉会館を建設する場合と、この空き缶とペッ

トリサイクルセンターを一旦、南西部に寄せて、ほぼ更地の状態にして建設をした

場合ということを、主に４パターンを私たちは検討させていただきました。こちら

にある４パターンでございます。清掃関連施設があるというのが、まず大前提にな

っています。この清掃関連施設を、先に移動すればよいのではないかというご意見

もあるかもしれませんが、今二枚橋の跡地と、貫井北センターの南側の中間処理場

に清掃関連施設の再整備計画を立てましたけれども、一定の時間を要します。した

がいまして、早期に庁舎と福祉会館の建設を実現する、先ほど申し上げましたいろ

んな課題を乗り越えていくためには、この清掃関連施設をずっと据え置いたまま、

継続したまま建設をいたしますと、庁舎建設、福祉会館建設はかなり遅れてしまう

ということになります。そういう意味から、４パターンにつきまして、議論させて
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いただきました。これが１つのパターンであります。これは今のままつくった場合

です。この場合ですと、奥行きが非常に狭い建物になってしまいます。映像的には

このような建物になります。建物の奥行きが、わずか１８メートルですね、奥行き

１８メートルというような場所もございまして、これは非常に長く使う施設として

は非常に課題が多い。また、ロータリーなどが設置できないという課題がございま

した。そして、駐車場や駐輪場も配置するということも考え、総合的に考えなけれ

ばいけないということになります。こちらが、清掃関連施設がある中で庁舎と福祉

会館を複合で建設した場合でありますが、面積が若干減るという課題がありますけ

れども、先ほどとあまり変わらない状態であります。続きまして、こちらがＣｒｅ

－１というのがペットボトルの施設だけを北の東、北東に若干ずらした場合ですね、

どうなるんだろうかということを検討させていただきました。これは、委託業者、

専門的な知見を持つ設計会社の方々に検討していただいているものでございます。

建設計画調査委託ということを行いました。これに、この方法をとってみましても、

やはり大きな課題がございまして、十分な奥行きがやっぱりなかなかとれない等と

いう課題がございました。それで、私たちが検討した結果、今お示ししております

このＣｒｅ－２というこの方式で建設をした場合が、最も優位性が高いという結論

を私たちは出させていただきました。缶、ペットの施設を一旦、南西にずらさせて

いただきまして、ほぼ更地の状態と遜色のない状況を生み出した後に、庁舎と福祉

会館を庁舎７階建て、福祉会館５階建ての複合で、同じ建物として一体で建設をす

ることが、一番望ましいのではないかという考えに至ったものでございます。これ

が、その私たちが望ましいと考える映像です。庁舎の右下に若干白い建物がありま

すけれども、これが暫定的な缶とペットの処理施設になります。これは、ただし暫

定でございますので、平成たしか３６年ぐらいだったと思いますけれども、そのこ

ろにはここはなくなって更地になるという状況になってございます。また、この間、

市民のワークショップや説明会などを開催させていただきました。いろんなテーマ

で開催させていただきました。新庁舎、新福祉会館って何だろう、何をしたい、ど

う使うというワークショップをさせていただきました。いろんな意見が出まして、

大いに参考にさせていただきました。この中で、本当にたくさんのご意見があった

んですが、５つのグループに分けて議論していただいたんですが、そのうち４つの

グループの方々が、私たちが出した結論、複合で建てるほうが望ましいのではない

かという考え方をお示ししていただけました。新庁舎と（仮称）新福祉会館の整備

手法について、今簡単にご説明させていただきましたけれども、新庁舎と（仮称）

新福祉会館の共通する部分として、市民のための庁舎というのがあります。福祉会

館も、市民のための福祉の拠点ということになります。そして、相互に連携する機

能がありまして、福祉会館というのはたくさんのいろいろな申請、市役所にも行か

なければいけませんし、福祉会館にあるいろいろな機能を活用しなければいけない

方が多いので、福祉会館と新庁舎が同じ敷地内で同じ建物にあるというのは、これ

は大きな利便性の向上につながると考えてございます。そして、防災面につきまし

ても、庁舎と福祉会館が密接に絡み合う関係があると思っております。そして、市
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民の参加と協働という意味では、市の職員にとりましても、多くの市民の方々、福

祉会館を利用する方々や、福祉会館で働いている方々といろいろな緊密に情報をと

ることができます。迅速に対応することができる課題もあろうかと思っております。

市役所の職員にとっても、行政にとりましても、この新福祉会館と新庁舎が一体で

整備されるということは、お互いにメリットがあるものではないのかなと考えてお

ります。大分、時間が過ぎてまいりましたので、そろそろ終わりたいと思います。

このように施設の、これはあくまでもイメージです。あくまでもイメージですけれ

ども、１階から７階までの施設の配置案というものを、一応イメージとして想定し

て考えてみました。庁舎の１階部分というのは、基本的にはもう市民の窓口が中心

になります。今は市役所でも１階から２階、３階、４階と行かなければいけない縦

の動線もあります。しかし、なるべく縦の動線がないように、便利な窓口に集約し

ていかなければいけないと思っております。このような形で、１階から７階までの

施設のイメージというものをつくらせていただきました。こちらが、先ほど申し上

げました各４つのパターン、今ここには３つありますけれども、Ｂ－２というのは

単体型の建設コストが高いとか、複合することによってコストの削減が図れるとい

うことで、いろいろな角度でそれぞれの検討パターンを検証した結果、Ｃｒｅ－２

という先ほどお示ししたものが最も優位性が高いというのが、私たちが出させてい

ただいた考え方でございます。こちらが財源計画ということになってございまして、

後ほどもしご質問があれば、ぜひお聞きいただきたいと思っております。こちらが

建設のスケジュールということでございます。平成３３年度の末、正確には平成３

４年の３月の完成を目指して、これから先市民の皆様方に理解を、またさらに意見

を重ねていきながら、基本設計、一番上にございます、それから実施設計、そして

いわゆる建築工事というものを経て、新しい庁舎と新しい福祉会館のまずは早期の

実現を目指して取り組んでまいりたいというのが、私の考えた方策でございます。

ぜひご意見をいただければなと思っております、ご理解をぜひいただければと考え

ております。 

  まだまだお伝えしたいこともありますけれども、この後は皆様方との自由な意見

交換の場にさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。      

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

３ 懇  談 

 

 ○司会者 

  では、これより意見交換に入りたいと存じます。ご意見のある方は挙手をお願い

します。 
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○市民Ａ 

 あのね、ちょっと今市長さんの話があったので、今、市民ホールありますよね。 

 

○西岡市長 

 宮地楽器ホールですか。 

 

○市民Ａ 

 宮地楽器ホールっていうのかな。あれは、今のままずっといくんですか。要するに 

有効活用はできているんですか。市民の満足度は高いのかどうかということ、簡単で 

いいですから、いい、悪いじゃなくて、簡単に。 

 

○西岡市長 

 わかりました。宮地楽器ホールは、今、開館して６年目を迎えております。稼働率 

は大変高く、逆になかなか予約がとれないということで、逆にお叱りを受けることも 

あります。市民だけではなく、市外の方もコンサートや音楽会など、多様な利用をし 

ていただいていると思っております。宮地楽器ホールの満足度を、市がアンケートを 

とってはかったことがないので、満足度は何割ですとお答えできないんですけれども 

多くの方々に、駅前のホールなので、大変便利、利便性が高いということで、私とし 

ては座席数に対するご意見とか、いろいろとご意見あると思います、ご意見あると思 

いますけれども、もともとあった旧公会堂を、南口の再開発の中で権利変換をいたし 

まして、あの場所につくりました。私としては、まだまだ改善していかなければいけ 

ない課題はあると思っておりますけれども、これからも宮地楽器ホールとして活用し 

てまいりたいと思っております。市の大切な施設だと思っております。 

 

○市民Ａ  

 今の話はいいんですけれども、私はなぜ聞いているかというと、何となくあれ、利

用者というのはどういうふうにつかんだらいいのかわからないんですけれども、多い

んですか、何人ぐらいあそこを利用しているんですか。 

 

○西岡市長 

今、ちょっとデータがないのですぐ答えられないんですけれども、今あそこ指定管 

理制度によりまして、サントリーを中心とする企業体、野村不動産さんやサントリー

さんを中心に、企業体の方々に指定管理ということで、施設の運営管理を指定管理制

度によってお任せをしています。そして、ネーミングライツによりまして、宮地楽器
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という名前をつけていただいて、宮地楽器さんからネーミングライツの、収入をいた

だいて運営しております。具体的な１年間の延べ利用人数は、すいません、今すぐお

答えできないんですけれども、上の大ホールにしても下の小ホールにしても、たしか

１３カ月前からの予約だったと思います、非常に土曜日、日曜日などは大変倍率が高

いという、人気が高いというふうに聞いております。 

 

○市民Ａ 

 あそこの宮地楽器というのは、ずっと続けるような様子ですか。 

 

○西岡市長 

 名前ですか。 

 

○市民Ａ 

 施設が入っておりますよね。 

 

○西岡市長 

 あそこは小金井市の公共施設であり、公有財産です。ですので、これからも、いつ

までというふうに、また具体的に何十年先とか言明できませんが、もうしばらく長い

間、大切に修繕して使わせていただく場所であります。 

 

○市民Ａ 

宮地楽器のほうは満足しているのかな。要するに、利用価値というのは感じている

んですか。 

 

○西岡市長 

 ネーミングライツの宮地楽器さんですか。そうですね、やっぱり宮地楽器という名

前は相当ＰＲされていると思います、いろんなコンサートの案内とかポスターとかメ

ディアですね、具体的な広告代理店の方が使うようないわゆるメディア的な数値をお

示しすることはできませんけれども、かなり宮地楽器という名前はＰＲされているの

ではないかなと思います。 

 

○市民Ａ 

 はい、わかりました。 
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○西岡市長 

 これからも使わせていただきます。 

 

○司会者 

 ほか。 

 

○市民Ｂ  

 すみません。２点ちょっと質問させてください。今の新庁舎、福祉会館の建設に関

してです。１つは、約９０億のうち、６割強が地方債でファイナンスになっています

ね。この地方債というのは、どのぐらいの期間で、あとのフローの中でちゃんと償還

できるような財政構造になっているのかどうかが１点。それからもう１点は、小金井

市は今人口が増えているから問題ないと思うんだけれども、やっぱりこれから平成の

大合併をやったように、日本全体としてやっぱりこれから急激に人口が減る中で、相

当、地方自治体がやっぱり合併が起こらざるを得ないと思うんですよね。そういう場

合に、小金井市も、結局今のところはこの前提で、こういう庁舎なり福祉会館をつく

らざるを得ないと思うんだけれども、そのある機能については、複数の自治体で共通

でものを考えていくだとか、そういう思想は何かいろいろ考えているのかどうか、そ

の２点についてすみません。 

 

○西岡市長 

 はい、わかりました。財政計画でありますけれども、総額９０億円を見込んでござ

います。財源といたしましては、庁舎建設基金を私もこの間、市長になってずっと積

み立てをしてまいりまして、今約１９億円ぐらいあります。今後とも、この積み立て

については検討していかなければいけないと思っておりますが、市議会の方々のご理

解も得ていかなければいけません。また、福祉会館をつくるための基金がございます。

実は、３億円に近いご寄附を過去、小金井市はいただいておりまして、その方のご意

思としては、ぜひ福祉、そして新しい福祉会館建設に活用していただきたいというご

意思をいただいております。それは大切にお預かりしてございます。また、さらに１

億６,０００万円の福祉会館の跡地の関係で、清算金として合意の解除によって、市

のほうで歳入させていただいた予算もありまして、今、地域福祉基金で約４億６,０

００万ございます。そして、地方債という意味では、５６億円を想定してございます。

この償還の時期は、まだ明確に決めてはいないんですけれども、おそらく約２０年ぐ

らいというのを想定してございます。そして、その他、振興基金や総合交付金、また

諸収入ということで申し上げますと、第二庁舎の補償金といたしまして、７億円を預

けてございます。こちらを所有者の方に返還することによって、まあお返しをしてい

ただけるということになりますので、こちらも想定してございます。私どもとしては、
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約１０年先の財政フレームを作成させていただきましたけれども、小金井市としては、

この償還は財政的にも耐えられるものだと思ってございますし。また一方で、第二庁

舎を所有者に返還することによりまして、毎年お支払いしております２億数千万円の

賃料と駐車料金、共益費というものがなくなるということもあります。また、この新

庁舎と（仮称）新福祉会館は、最終的に何年まで使えると言明はできませんけれども、

私の思いとしては、手を入れ大切に改修しながら、もう１００年は使っていくぐらい

の施設をつくらなければいけないと、途中、長い間の中で、新庁舎、新福祉会館とは

また違った視点での利用もあるのかもしれません。しかし、それぐらいの気持ちで、

つくっていかなければいけないと思っておりますので、将来世代の方々のご負担とい

うものも考えていかなければいけないと思っています。なお、今、私が申し上げまし

た総額というのは、かなりの部分の総額が含まれてございまして、先ほどの空き缶や

ペットボトルの暫定移設ですとか、いろいろなものを見越して、ＩＣＴの整備でござ

いますとか、現時点で想定しているものです。なお、この財源計画につきましては、

今後まだ修正が加わるものと思っております。しかし、大切なことは、コスト意識を

持つことが大切だと思っておりますから、この後、基本設計に入ることができれば、

庁舎と福祉会館を複合化することによって、もう少しコストの削減につながるような

ことができないかというのは、当然考えていかなければいけないと思っております。

それから２つ目のご質問で、将来の人口動向と、いずれ合併ということは視野に入っ

てくるので、公共施設をつくるときは今からもう他市、近隣市ですね、近隣市と共有

の施設をつくるような視点が必要なのではないかというご意見だったと思います。よ

ろしいでしょうか。はい。まず、人口なんですけれども、いろいろな人口統計がござ

います。小金井市も独自にまち・ひと・しごと創生総合戦略で、人口統計を予測して

みました。それから、国立社会人口問題調査研究所、正式名称を間違えていたらすい

ません。いわゆる人口問題の国の研究機関がつい数週間前に、３０年後の東京の６２

の市区町村の人口予測を発表されました。小金井市が立てた人口予測というのは、平

成３５年ぐらいをピークにやや減少していくような、そういう人口予測でございまし

た。今、小金井市はどうなっているかといいますと、その小金井市が立てた人口予測

よりも早いペースで人口が増えています、今はです。昨年の１０月１０日に、人口が

初めて１２万人を超えました。そして、５月の１日現在の人口が、今１２万９１７名

です。そして、初めて今月、世帯数が６万世帯を超えました。６万１８３世帯という

のが、今の小金井市の状況です。それで、先ほど申し上げた国立人口問題調査研究所

が立てた予測は、３０年後、２０１５年と比較した２０４５年の人口がどうなってい

るかという予測なんですが、実は小金井市を含む三多摩地域の５つの市だけが、３０

年後も２０１５年よりもまだ人口が増えているという予測でした。これは、あくまで

も推計です。ちなみに、人口が増えていると推計されたのは、小金井市、三鷹市、狛

江市、稲城市、調布市の５市でございました。まだまだ予測される、これからの推計

なので、私も断言できませんが、ただいずれ、いずれは必ず横ばいから下降していく。

そして、確実に高齢化は伸びていく。そして、生産年齢人口も減少していくと。この

流れはいずれ来るんですが、そこのどのあたりからその辺の急激な変化といいましょ
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うか、起きてくるかというのが、なかなか推計しづらい部分ではあります。そういう

状況の中で、今、私としては、近隣市との合併というのは考えておりません。今は、

小金井市として持続可能な財政状況を何としても確立して、そして小金井市のまちが

将来も発展していけるように、全力を尽くしてまいりたいということでございまして、

大変申しわけないんですけれども、合併ということに関しては今、念頭には、私の中

には、今はないということになります。 

 

○市民Ｂ 

 ありがとうございます。私も合併は当然前提で置くのは難しいと思うんですけれど

も、いろんな機能を考える場合に、いくつかで共同で何かをやるだとか、企業でも今

はものすごいそういうのがはやっているんですよね。昔はワンセット主義で、各社全

部自分で機能を持っておったやつを複数の会社が共同で持つだとか、是非いろんなこ

とを考える点で、そういう視点でいろんなものをやっぱり考えていただいたらと、そ

う思います。 

 

○西岡市長 

 その１つの事例が、焼却施設だと思います。日野市と国分寺市と小金井市で、平成

３２年、２０２０年の４月からいよいよ本格稼働する予定です。十数年ぶりに、小金

井市も焼却施設を所有する構成団体の一団体になります。そういう意味では、３０年

間は使うことになるというのが、覚書で明記されてございますから、今の視点でいえ

ば、３自治体で共同でつくるというのが、そういう視点だと思います。今、小金井市

は、共同でつくるということになっていないんですけれども、４市行政連絡会という

のがありまして、武蔵野、三鷹、小金井、西東京市で４市行政連絡協議会というのを

つくっていまして、お互いの公共施設をそれぞれの市民が利用できるという制度はあ

ります。また、最近はあそこですね、武蔵境にある武蔵野プレイスという多機能、カ

フェのある図書館がとても人気がありまして、小金井の子どもたちも大分お世話にな

っているということは聞いています。今の視点は、大事な視点だと思います。 

 

〇市民Ｃ 

 すいません。事業工程計画表というのがパンフレットの後ろについているんですけ

れども、その一番下の緑色の仮施設賃貸借が３６年度までってなっていて、施設の竣

工が３３年度っていう。仮施設というのは今のリース庁舎のこと？ 

 

〇西岡市長 

 いえ、違います。 

〇市民 C 
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違うんですか。 

 

〇西岡市長 

 ご説明いたします。この一番下は、庁舎建設予定地の中での作業といいますか、必

要な工程でございまして、まず樹木の伐採、左からいきますね、樹木の伐採などで残

せるものは残さなければいけません。それから、敷地の中で、仮施設の調達、これは

缶、ペットの暫定施設のことを申し上げてございます。そして、プレハブで仮施設を

つくって、平成３６年度まで、缶とペットの先ほどの映像でお見せしました庁舎の右

側、右下にありました白い建物があったと思います、あのことを指してございます。

プレハブの暫定の缶、ペットの施設です。 

 

〇市民 C 

 じゃあ、今のリース庁舎の契約更新というのはいつになりますか。 

 

〇西岡市長 

新庁舎につきましては、この計画どおりに進むことがもしできれば、平成３４年の

３月に完成いたします、３月までに。そして、一般的にはその後すぐに引っ越せるわ

けではなく、さらにこう電気設備でありますとか、いろいろな什器でありますとか、

備品でありますとか、ＩＣＴ関係の環境整備でございますとか、いろんなことをやる

んですね。そうしますと、これはまだあくまでも想定ですけれども、連休の引っ越し

というのが一般的に多いようです。ゴールデンウイークと、それから年末年始を使っ

た引っ越しというのが多いようです。ただ、市役所というのは、１日たりとも平日閉

めるわけにいかなくて、そうしますとリース庁舎の期間というのは、所有者にお返し

するのは平成３４年の適切な時期ということになりまして、今まだ何月というふうに、

今はまだすいません、明記できませんけれども、竣工後適切な時期は、まだリース庁

舎を活用して、そして移転が終わる、引っ越しが終わって第二庁舎が全てのものがな

くなって、そしてその後に、ここもまだ決まっておりませんけれども、一般的には現

状復帰をして、普通の不動産であれば現状復帰をしてきれいにして、所有者の方にお

返しをするという流れになりますので、まだ何月とは言えませんけれども、３４年の

ある段階までというふうにしか、今はちょっとまだ申し上げられないんですけれども。 

 

○市民Ｃ 

 それまでは、年間２億何千万というお金がかかるわけですよね。 

 

○西岡市長 



19 

 

 はい。 

 

〇市民Ｃ 

 それで、３４年の未確定の日にちで、相手方と文書の取り決めをしているんですか。 

 

〇西岡市長 

 既に文書の取り決めはしています。今ちょっと明確に申し上げられなくて申しわけ

ないんですけれども、今年の８月３１日で今の期限が切れます。今年の９月１日から、

今年の９月１日から新しい契約更新期間に入ります。今の庁舎をまだ借りなければい

けません。それはご理解いただけると思いますが、平成３０年の９月１日から新しい

契約に入ります。そこで、もちろん新しい交渉になりますので、賃料が設定されます。

その賃料は、今まだこれからの交渉でございますので、今はまだ決まっておりません

けれども。その私たちからすると、庁舎の建設ができて、竣工があって、引っ越しを

するおおむね４年間ぐらいというのを、相手方には文書で通知してございます。です

から、平成３４年の大体８月ぐらいを想定して、約４年間お借りしたいと。そして、

ただ、きれいに４年後にいくかどうかはまだわからないので、大体、普通は１年半、

１年ぐらい前とか半年前ぐらいには通告をして、その最終的な期間については所有者

のほうと調整するというか、事前にちゃんと通告するということになろうかと思いま

す。 

 

○市民Ｃ 

 じゃあ、３４年に万が一できなかった場合は、４年また延びるということですか。 

   

○西岡市長 

 もちろん、竣工が延びてしまえば、賃借期間が当然さらに延びるということになり

ます。したがいまして、私としては、この賃借期間もあるので、そして議会の皆様方

からも市民の皆様方からも、庁舎も福祉会館も早期にというふうに理解していますし、

先ほど申し上げました老朽化、分散化、財政的課題、いろんなことを考えますと、庁

舎と福祉会館は総合的に判断して、なるべく早期に、早期に解決したいと。これが、

私たちが考えた最短の方策と考えています。 

 

〇市民Ｃ 

それに伴って、先ほど話が出ました、市のホールも７０億ぐらいしたと思うんです

けれども、また今度、市債を発行して借金をするわけですが、それの小金井市が抱え

ている今、借金っていくらぐらいなんですか。 
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〇西岡市長 

 ２００億ちょっとです。今、資料がなくて、手元に正確に申し上げられなくて申し

わけないんですけれども。今、小金井市は、いわゆる地方交付税の不交付団体になっ

ています、交付団体ではないんですね。非常に厳しい財政状況でありますけれども、

不交付団体となっています。その状況の中で、臨時財政対策債というものをしばらく

発行してございません。それから、これまで高架線でありますとか、南口の再開発で

ありますとか、市民ホールでありますとか、いろいろな起債を起こして、いろいろな

仕事をずっとこの間してきました。今、何もしなければ、何もしなければ起債は毎年

かなり減っていきます、毎年残高は減っていきます。しかし、公共施設の全体の老朽

化対策も視野に入れて、庁舎、福祉会館も視野に入れて、これからこの財政的な見通

しをしっかり立てて、後年度に市民サービスに悪影響を与えないということが当然、

大前提になると思いますけれども、この庁舎建設には取り組んでいかなければいけな

いと思っております。 

 

〇市民Ｃ 

 ということは、税収が増えるということを想定しているということですか。 

 

〇西岡市長 

 いえ、税収は右肩上がりには予測してございません。 

 

〇市民Ｃ 

ということは、市民の負担が増えていくということですか。 

 

〇西岡市長 

そういう市民の負担が増えるという、このことで市民の負担が増えるということも

想定はしておりません。これをやるから、市民の皆様方のいわゆる税金を上げていか

なければいけないということには、私としては考えていません。今の財政フレームの

中で、長期的な財政計画を今立てているんですけれども、市民の方々のいわゆる公債

費の返還というものが、市財政を圧迫しないということを念頭に入れるといいましょ

うか、そういうことをしっかり組み立てながらやっていかなければいけないと。しか

し、これから小金井市は、学校でありますとか、道路、橋、下水道、さまざまなこと

で老朽化対策をしていかなければいけません。ちなみに、下水道などにつきましては、

かなりの長い環境で相当、老朽化してございますので、これからこれをつけかえたり、

かけかえたり、あるいは新しい技術を使って下水道を耐震強度を強くしたり、いろん

なことをしていかなければいけません。ただ、そういう状況の中において、特別会計
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の中において、老朽化対策も念頭に入れた料金の改定ということは、それは視野に入

れていかなければいけない面はあると思っております、正直申し上げて。 

 

〇市民Ｃ 

もう一つ、缶、ペットボトルの施設の暫定的に新庁舎の敷地内につくるという話で、

その暫定が平成３６年度という話があったんですけれども、それは何をもって３６年

度という？ 

 

〇西岡市長 

二枚橋の跡地と中間処理場に、二枚橋の跡地は今、更地です、今何もありません。

そして、庁舎建設予定地に缶、ペット、そして布の処理する施設がございます。そし

て、貫井北町に粗大ごみとプラスチックや危険物を処理する施設があります。まず最

初に、この不燃系の清掃関連施設の基本計画を３月に策定させていただきました。二

枚橋周辺の方々から、まだまだご理解をいただかなければいけない状況にあるという

ことは、十分承知の上でお話はさせていただきますけれども、二枚橋をまず更地にし

て、環境を整えましたら、今、貫井北町でやっている粗大ごみの関係を、不燃ごみの

積替え施設を二枚橋に持っていきます、まずは。そして、地元の方々にご負担をかけ

ないように、手解体、機械解体ではない手解体のようなものにしていきます。そして、

貫井北町にあるものを二枚橋に移設しましたので、今度は貫井北町があきます。貫井

北町では今、粗大ごみの施設が大変老朽化してきています。したがって、今回この清

掃関連の不燃系の再整備が、どうしても必要になるんですけれども。で、貫井北町の

施設を全部壊して更地にして、ここに庁舎建設予定地にある缶、ペットの施設を持っ

ていきます。で、二枚橋が稼働するのが、およそ平成３４年ぐらいを想定しています。

そして、貫井北町で稼働するのを平成３７年ぐらいと想定しています。したがいまし

て、缶、ペットの施設が平成３６年ぐらいまで、どうしても庁舎建設予定地に残らざ

るを得ないということになります。 

 

○市民Ｃ 

 ありがとうございました。 

 

〇司会 

他にございますか。なるべく、ちょっと２回目の方は後に回っていただいて。 

 

〇市民Ｄ 

じゃあ、すいません。お願いします。座ったままで失礼します。貫井南町の○○で
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す、いつもお世話になります。もうちょっとお金の話がいっぱい出てきているので、

お金のかかる話というのではなくて、市長へのお願いというか、それとあとちょっと

お尋ねしたいことを、二、三、聞かせてください。今も最初の１時間ぐらいを使って、

ずっとこの市庁舎の問題ってやっているんですけれども、予算９０億、３３年完成と

いうことで、大体の話は見えてきたんだと思うんです。それで、これおおむね２４年、

これずっと第二庁舎を借りていらっしゃったということなんですが、この第二庁舎の

総リース代というのはいくら払っているんですか、小金井市として。 

 

〇西岡市長 

ちょっと正確な数字は、今、持ち合わせていなくて申しわけありませんけれども、

約６０億円以上もうお支払いをしてきたということになります。さらに、いわゆる賃

借料プラス駐車場、プラス共益費というのがありますので、正確に全てを積み上げる

ともうちょっと増えると思います。 

 

〇市民Ｄ 

まぁ、若干、増えると思いますけれども、それが５億、１０億増えたとして、６０、

７０億だということですよね。そうすると、これ竣工する予算というのが、全部これ

ひっくるめて９０億だということならば、本来であればこれ建っていたという話です

よね。今、これオリンピックがあるから、職人の手間も上がって、材料も上がってと

いう状況での９０億だから、ひょっとしたらもうちょっとさかのぼって不景気のとき

にやっていれば、もっと安く建ったかもしれない。そうすると、トントンだという可

能性もあるということですよね。 

 

〇西岡市長 

 今回９０億というのは、庁舎と福祉会館があるので、約４,４００平米、庁舎より

ももっと大きな施設になっていますので、一概に庁舎との比較はできないんですね。

今Ｄ様がおっしゃったように、いつの時代といったらいいのかわかりませんけれども、

いわゆる庁舎だけをどこかの段階で建設していれば、今の賃借料金の支払ってきた総

額よりも下回る形で、庁舎建設ができた時代はあったのではないかと思います。 

 

〇市民Ｄ 

 それは、別にもう、ればたらの話だからいいんだけれども、前の市長のときの、突

然庁舎を買い取ることにしますとか、それからあと二枚橋がとまっちゃった後のごみ

の持っていくところがなくて市長がやめたりとか、またその後どうする、こうすると

いうのの、あいだのいろんな騒ぎとか混乱とかということを見ると、申しわけないん

ですけれども、この市ってとても計画的に市政が運営されているとは全く思えないん

ですよ。要は、行き当たりばったりというか。で、結局これがずっと続くことが、こ
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の３３年末の市庁舎ができたことで、いろんな問題のボトルネックになっているこの

部分というのが解決すれば、これピリオド打たれるんですか。というのは、結局もう

このボトルネックになっている話で、市民は今、こちらの方が税金が増えるんじゃな

いかって、要は市民の負担が増えるんじゃないかっていうふうにしておっしゃってい

ましたけれども、増えるということは、あんまり僕もないと思う、市長がおっしゃる

ように。ただ、今あるサービスが削られていくということは十分あるんだと思うんで

すよ。現実に、他市ではもうやっている、例えばスズメバチの巣の駆除とか、いろん

な僕、子どもが生まれたときにすぐ役所に聞きましたけれども、他市ではある予防接

種の補助が小金井の子はないとか。いろんなことが、本来であれば、隣の市、ほんの

何メートル行ったところでやっているようなことができない。それは一体、何なんだ

というと、無計画な市のいろんな市政の運営と、ここがひっかかっている、無駄にお

金を払っちゃっているようなところなんだと思うんです。だから、これは３３年末に

解決すれば、今、何をお願いしても、押した判こみたいに、ちょっと財政が厳しいの

でという回答が役所から返ってくるんですけれども、これは多少ましになりますか。

もうちょっとましにやってくれるかということです。 

 

〇西岡市長 

とても難しいご質問でございます。この庁舎問題と福祉会館の建設が実現できれば、

いろいろな課題が解決できるのは間違いないと思います。しかし、小金井市にはその

ほかにも、山のようにたくさんの課題が山積しています。しかし、この庁舎建設と福

祉会館が実現することで、今、起きている、先ほど申し上げたいろんな市民の方々に

ご迷惑をかけていることや、施設が分散していることや、第二庁舎の賃料の賃借権が

長くなってしまうことや、それから私、心配なのは地震です。都市型の直下型地震な

んていうものが本当に来たときに、今のままずっと続けてしまっていて、本当に責任

を持てるのかということもございます。いろんな施設があります、どんどん毎年老朽

化しています。そういう意味では、この庁舎と福祉会館を解決することで、多くの課

題が解決することは間違いないんですが、今、Ｄ様のおっしゃったように、じゃあそ

れが市の財政状況の全てとか、これはレベル感の問題でしょうけれども、Ｄ様のおっ

しゃっているほどのそこまでの領域にまで行くかどうかというのは、行きますと答弁

するのは難しいです。 

 

〇市民Ｄ 

いやいや、そういうことじゃなくて、結局、今あるサービスがさらに削られていっ

ちゃうということの可能性としては。 

 

〇市長 

 この庁舎と福祉会館を建設することで、今あるサービスが削られるということは、
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絶対、避けなければいけないと思っています。 

 

〇市民Ｄ 

 いやいや、庁舎はこれでいいんですけれども、その後いろんな施設が老朽化してい

くということで、どんどん起債するなり何なりしてお金がかかるということなんです

けれども。 

 

〇市長 

それはですね、公共施設等総合管理計画というものをつくりました。その中では、

公共施設は一定、将来的な人口の減少が見込まれる中、ややこう増大、増強していく

というのは難しいと思っています。施設の統廃合とか、複合化などを成し遂げながら、

総量としてはやっぱり抑制していくということ。それから、個別計画を立ててしっか

り計画をつくって、施設の更新なりをしていくということ、長寿命化とかですね。そ

の公共施設等総合管理計画に基づいて、公共施設のあり方をこれからしっかり対策を

考えていきます。その中で、一番大きな課題となるのは学校です。学校の建設は、こ

れはもう子どもたちのための施設ですから、これは全面改築するものもあれば、いず

れですね、あるいはどこかで長寿命化するものもあれば、いろんな方策があると思い

ます。また、新しい校舎をつくるならば、校舎だけではなくて近くにある例えば公民

館機能や、高齢者のサービス機能や、子どもたちの学童や保育園の機能や、いろんな

ものを複合化していくと、何ていうんですか、よくこの世界では賢くつくりなさいと

言われるんですけれども、その賢い発想や知恵というのが必要になってくると思いま

す。 

 

 

〇市民Ｄ 

 それで、今の話は大体わかりました。今その質問は今したんですけれども、お願い

というのは、今、市長がおっしゃったとおり、学校とかというテーマが出てきたので、

ちょうどいいなと思ったんですけれども、この施政方針を拝見すると、この子育ての

市長が掲げられている施策というのは、学童とか保育園とかいうような、働くお母さ

んを前提としたようないろんな施策が並んでいるんだと思うんです。でも、現実には

どちらも利用しないという家庭も、やっぱり小金井の家庭の中にはあるんだと思うん

ですよね。そうすると、この２つの家庭って、一見違うようでいても、この一つ共通

するということがあって、今、市長がおっしゃったとおり、子どもらをいずれ学校に

通わせるということなんですけれども。で、今、市長の中でいろいろお話も出た中で、

僕ずっと四小で通学路の見守りのボランティアをやって、市長にも何度か、あの現場

見にきていただいたことってあると思うんですけれども。で、実際、ついこの間の新
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潟のケースにしても、昨年の松戸のケースにしても、誘拐されて殺されちゃうという

ようなケースは特殊な例だとしても、それ以外にも道路を歩いていて、車にはねられ

て子どもが死んじゃうというのなんて、いくらでもあるわけですよね、ニュースにな

らないものも含めれば。現実に、国道での事故というのは減っている中で、住宅街で

の事故っていうのは増えているという事実がこれあるわけで。で、通学路点検とか、

いろんなそういう、あと日々の見守りとか、そういったものの中で、役所の方にお願

いしたりとか、あとは教育委員会のほうに話したりとかっていうことで、提案したり

とかいろんな情報を提供したりということがあるんですけれども、もちろん来ていた

だくこともあるんですけれども。どうもね、正直なところ、身が入っていないですわ。

要は、どっちかというと、心がそこにないというか、仕事として言われたから来てい

るんだよみたいなところが見受けられる。だから、積極的に発言されることもないで

すし、その提案を受けて、何がしかの返答があるにしても、役所の作文みたいなもの

しか返ってこないんですよ、毎回。鋭意努力していますとか、何かそんなような作文

が返ってきて終わりになっちゃう。でね、市長はせっかく子育て環境日本一というこ

とを、このご自身の政策というか方針に掲げられているのであれば、これはお願いな

んですけれども、この通学中の児童の安全を徹底的に確保しようということを、市長

からも発信していただけないですか。というのは、役人はどうしたって上向いて仕事

しますので、要は役所のトップが、これは俺の方針としてやっていくということを示

してくれれば、やっぱりどうしたってそれは見ていかざるを得なくなるので。ちょっ

とこの今、僕らが何を言っても、のれんに腕押しの状況というのが改善するんだと思

うんです。だから、次今度いつ施政方針を出されるのか、何かスローガンを出されて

いくのかわからないですけれども、そのときにこれぜひ加えていただけませんか。小

金井市は、子育て環境日本一だけじゃなくて、通学中の児童の安全日本一を目指して

いくと。これをぜひ、市長の方針としてやっていただきたいということをお願いした

いです。どうでしょう。 

 

〇市長 

 とても大切なご提案だと思います。新潟の事件は、もう本当、言葉がないです、も

う本当につらいです。あの直後、小金井市役所でも庁議がありましたので、まずは子

どもの安全について、小金井市役所でも保育、学童、それから小学校、中学校、また

私立の学校、子どもの関係する施設と近いところにいますので、改めて子どもの安全

について、しっかり強化をしていただきたいという指示は出してございますが、具体

的な取り組みは今各部署でいろいろとやっていただいているところと、一生懸命呼び

かけをしているところと、いろいろなやり方があると思っています。まず、Ｄ様がい

ろいろなご提案をして、のれんに腕押し状態としか感じられない、身が入っていない

というふうにお感じになられていることについては、申し訳なく思っております。そ

れは本当に申し訳ございません。教育委員会といえども、同じ行政機関でございます

から、私としては、今聞いたお話はしっかり声として、教育長、教育委員会に伝えて

いきたいと思っています。市長として、２年５カ月過ぎましたけれども、つくづく思
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いますのは、もちろんまちの魅力を発信したり、行政サービスの水準を上げたり、待

機児解消のために保育園を一生懸命つくったり、さまざまなことに取り組んでいます。

けれども、やっぱり大切なことは、まちの安心・安全と市民の健康、この２つが何よ

りも一番大事なんだというふうに痛感しています。そういう意味で、小金井市にもと

ても危ない場所というのはもうわかっていますよね、きっと地域の方々。で、危険な

場所には、ＰＴＡの方々や地域の方々が毎朝、雨の日も雪の日も、Ｄ様もそうですけ

れども、毎朝立って、子どもたちのために本当に頑張ってくださっています。また、

小金井市がカンガルーの家といういい制度もありますが、若干時間がたち過ぎていま

して、大分シールもちょっと古くなってきて、そこの世代もかわっていて、このカン

ガルーのシールって何のシールかなって、実際に僕も聞かれたことがあります。そう

いう意味で、まちの安全・安心のためには、地域の見守る目というのを、どれだけた

くさん保持できるかというのは大きな課題です。そのためにも、市民の力、地域の力

をもっと生かしていかなければいけないと思っています。例えばでありますけれども、

今、認知症により徘徊をしてしまう方も多々ございまして、そういった方々を早く確

保して、緊急連絡をするということも大切でございます。今、民間事業者、約４０者

の方々に、高齢者等の見守り協定という協定を締結させていただきました。いろんな

事業者の方々です、東京ガスさんとか、主には訪問したりとか、配達をするような業

者、まだまだたくさんいますから、そういう民間事業者の方々にも、地域を見守る目

というものを増やしていきたいと思っています。今、Ｄ様からご指摘のありました、

子どもの通学路の安全対策をもっと強化すべきだということについては、しっかり受

けとめさせていただきましたので……。 

 

〇市民Ｄ 

 市長がもう責任というか、音頭をとって言ってもらえればいいと思うんです。とい

うのはね、結局、坂上のほうには、今さっきのいろんな高架化の話もありましたけれ

ども、踏切があったということで、要は貫井北町のほうから来る子どもらのために、

ガードマンが雇われているんです。それは、その人たちは同じように見守りをしてく

ださっているんですけれども、この予算というのは、教育委員会の予算で、２５０万

ぐらい年間ついているんですよ。それで、そっちも高架化になったし、じゃあちょっ

と１人ぐらいこっちの坂下の、この間来ていただいた、あそこはもう三叉路になって

いて、車がぶつかるようなときもあるんですけれども、あそこに１人割り振ってくれ

ないかというので、ＰＴＡのほうから役所へ話をしたそうです。そうしたら、役所の

ほうでは、２人つけているのは危ないからつけているので、要は１人減らしていいと

いうことだったら、危なくなくなったということだから、両方もう要らないので、予

算を撤回しますと言ったそうです。話を聞いていてちょっと、どう考えても寸法合わ

ないでしょう。それは、やっぱり役所の人たちの認識っていうのは全然十分じゃない、

子育て環境日本一なんて全く思っていないということだと思うので。これ持ち帰って、

月曜日でもいいですから、もう俺の方針で通学中の児童の安全日本一というのを、子

育て環境日本一のそのスローガンに加えていくわということを、ぜひ若くてこれから
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子どももね、将来の子どもを持つんだろうし、そのときにいい子どもらにとっていい

環境があるように、今からもう種を植えていってくださいよね、お願いします。 

 

〇市長 

しっかり受けとめさせていただきました。ありがとうございます。また、教育長が

今度、新しくなりました。大熊さんという方に、４月１日就任していただきました。

大熊教育長とも、子どもの安全については日々意見交換しています。そういう地域の

力、子どもの安心・安全については、本当に人一倍大事に思っている教育長ですから。 

 

〇市民Ｄ 

 そうですか。 

〇市長 

 はい。しっかりお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

〇市民Ｄ  

 じゃあお願いします。 

 

〇西岡市長 

はい。 

 

○司会 

 後ろの３番目の方ですか。 

 

〇市民Ｅ 

 東町○丁目の○○です。今の話に関連して、東町５丁目からは南小に約８０名の児

童が通っているわけですが、その児童の放課後の見守りをシルバー人材センターでや

ってもらっているわけです。そのシルバー人材センターの人たちは、野川の第二遊水

地のふちにいるわけですが、そこの詰所のプレハブを、何とか対策をしてくれという

要望を昨年出しましたが、教育委員会は実は極めて不誠実な回答しか出ていなくて、

要件を満たさないから、今年の予算には上げませんでしたという回答しか私のほうへ

来ていないんですよね。要件を満たさないとは一体何なのかという、そこが書かれて

いない。ですから、市長がいくら子どもたちの子育て環境をよくすると言っていても、

実際の部下である教育委員会もちゃんとそのとおり動いていないんですよね。それか

ら予算にしても、まあ今年度だめなら、３０年度予算でぜひまた検討してほしいわけ
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ですけれども、１年程度はまだもつと思いますから、それにしてもなぜだめなのかと

いうことを、もっとわかるような説明を文書で返していただきたい。そこら辺がね、

やっぱり誠実なやり方ではないですよね。特に教育委員会は非常に硬直していて、シ

ルバー人材センターからの要求にしても、木で鼻をくくったようなわけのわからない

説明しかしてこないと。で、おまえたちの権限じゃないよというふうな回答でしか来

ないというふうなことで、シルバー人材センターの人たちも、もう言ってもしょうが

ないんだというふうになってきています。それでは、実際に血の通った子育て環境に

はなっていないですよね。まず、その点について、ぜひ改善をしていただきたいと。

それからもう一点、これはちょっともう少し小さな問題になるんですが、京王バスが

３月に、武蔵境、武蔵小金井間の路線があります、その路線が３月末に掲示を出して、

４月の中旬から廃止しますと、実質上廃止しますという形で、朝３本だけになってい

るんですね。朝その３本が、東町１丁目から武蔵小金井まで来ています。昼間から夜

に関してはなくなってしまいまして、そのかわりに東町１丁目から東小金井の駅の北

口、梶野公園までの路線になりましたが、１時間に１本だか２時間に１本だかの減便

になっております。で、東町にいる高齢者は実は非常に困っていまして、まず京王バ

スを使って武蔵野日赤に通院していた人が、通院の足がなくなったと。それから、武

蔵小金井のつるかめ医院に来ていた高齢者が、終バスがなくなって帰りのバスがない

というふうな話を、私のところへ持ち込んできました。それに対する対策としては、

京王バスのやり方もちょっとひどいんですが、１カ月の予告だけでいきなり打ち切っ

てしまうと。気がついたときは、もうバス路線が変わっていたという状況なんですね。

で、それに対する対策としては、ＣｏＣｏバスの運用を現在１９時で終わっています

が、２０時まで延長していただきたいと。１９時３０分と２０時の２本、あるいは２

０時３０分まで３本延長していただけると、問題はかなり解決すると思うんですね。

そんなところをぜひ、早急に対策を立てていただきたいと。それから、長期的にはも

ちろんＣｏＣｏバスのルートの見直しということは、いくつもお願いしたいことがあ

りますので、それはまた文書で後で出しますけれども、当面、緊急に夜間の時間延長

だけ何とかお願いしたいと。 

 

○市長 

わかりました。まずは、南小学校のいわゆるはけの道のところの８０階段の近くの

通学路の見守りのプレハブの建物の老朽化についてでございます。教育委員会の対応

について、非常に問題があるというご指摘をいただきましたことについては、申しわ

けありません、お詫びを申し上げます。この件については、以前からご要望いただい

てまいりましたので、私としては検討させていただきたいと思っております。子ども

たちの安全を見守るための誘導員の方々の安全のための建物でもございますし、相当、

老朽化しているのは私もよく存じ上げておりますので、ちょっと教育委員会のほうと

検討させていただきたいと思います。今すぐにというわけにはいかないかもしれませ

んけれども、現状の確認もしっかりした上で、今、Ｅさんはあと１年はもつというふ

うにおっしゃっていただきましたけれども、耐用状況ですとか、改めて教育長と相談
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を、教育委員会と相談させてください。それから、バスの件でございます。この件は、

私、実は連雀通りを歩いているときに、市民の方から直接足をとめられて、大変困っ

ていますというお話を聞きました。また、それから市民の声といういつも受け付けて

いる、電話、ファクス、メールで受け付けているいろんな声を聞いていますが、その

中でも、市民の声でもその同趣旨の武蔵小金井駅から武蔵境までのバス路線が、大幅

に路線がなくなってしまって困っていますという声がありましたので、担当の交通対

策課には、どのような善処の仕方があるのか既に検討、指示してございます。今まだ

明確に、こういうことをしますとはちょっとご答弁できないんですけれども、担当に

は指示してありますが、改めてＥ様から今日お話があったことは、しっかりお伝えさ

せていただきたいと思います。具体的には、ＣｏＣｏバス路線の夜間延長というご提

案をいただきましたので、ぜひ検討させていただきたいと思います。 

 

○司会 

 先ほどの詰め所の話で、若干補足をさせていただきますと、こちら市民の声という

形でのご要望をお寄せいただいていたと思います。その関係、市民の声の方、私ども

広報秘書課で扱っている関係で、回答につきましては、私のほうでも一度確認してお

りまして、教育委員会のほうとしても現場の確認は既に、いただいてすぐに行っては

おります。ただ、そこの場所が東京都の所有の場所というようなこともありまして、

要件が整わないというような、ちょっとわかりにくい回答になっているというところ

につきましても、東京都の関係、小金井市内だけで完結する話であれば、その要件に

ついて詳しくご説明できるんですけれども、その辺細かいところまでまだ文書でお示

しできないようなちょっと状況があるというところもご理解いただきまして、また必

要であれば担当のほうから直接お話をさせていただくようなこともさせていただき

たいと思いますので、そのように今のところはご理解いただきたいと思います。 

 

○市民Ｅ 

 わかりました。 

 

○市民Ｆ 

 東町の○○と申します。ちょっと私のこれから申し上げますことは、今まで非常に

大切な現実的な話が多かったんですが、多少もう少し中長期的な話になると思います

けれども、ぜひご容赦いただいてお聞きいただければありがたいと思います。時間が

ないので、簡単に要点だけ申しますが。まず、これから申します次の２つの点、ぜひ

２つの点のことをまず申し上げたいと思います。その第１点は、西岡市長も私も、こ

の話を何度か市長のほうで申し上げたりなんかしているんですけれども、西岡市長が

年初の挨拶とかあるいは市報の中で、小金井という場所を多くの人がいつまでも住み

続けたい場所になるように、そういう魅力的な場所になるようにしたいという、非常
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にすばらしい目標を掲げていらっしゃると。これは、どなたもそれに対して異論を唱

えるようなことはできないことですね。そういうことをおっしゃっている、非常にこ

れはすばらしいことだと思うわけですが、そのコンテクストで考えますと、小金井の

やはり最も大切な遺産というのは、これはやっぱり我々が住んでいる自然環境だと思

うんですよ、広い意味で。これはこの間も西岡市長が自然の湧き水が出るという話を

されていたことだと思うんですが、それは一つの例で、非常になかなかこの東京都の

中でもこれにかわるところはないぐらいすばらしい場所で、都民としてもいわゆる東

京のオアシスという言葉まで使って、週末ともなれば子ども連れで非常に来て、自然

を楽しんでいると、そういうところなわけですね。それから、もう一つは、それに加

えて単にそういう広い意味での環境、自然環境だけではなくて、ご存じのとおり、歩

いていますとどなたも多くの方がご存じだと思いますけれども、野川沿いには、例え

ば昔の古代人が住んでいた住居跡なんかもありますよね。そういう非常に東京の中で

も、ユニークなすばらしい場所なわけです。したがって、小金井の遺産というのは、

やはり何といってもそういったすばらしいものがあるという自然環境、あるいはそれ

に付随した非常にすばらしい遺産が残っている、そういうところだということを、ま

ず我々として改めて共有するべきじゃないかというのが、私の第１点。それから第２

点は、これとやっぱり関係があるんですが、東京都の知事に就任した小池知事が、こ

れは私の承知している限り、少なくとも２度にわたってこの２０２０年の東京オリン

ピックということも控えて、東京を環境先進都市・東京にしたいと、そういう構想を

この公の場で、非常に大きな公の場で、少なくとも私の承知している限り２回そうい

うことを言っておられるわけですよね。それで、そういうことがあるということで、

それを受けまして私の提案なんですけれども、第一の提案は、この時間があれなんで、

背景説明等はちょっと省略させていただきますけれども、この西岡市長にこれだけお

願いしたのは、改めてお願いしたいのは、この今最初に申したとおり、小金井という

のは非常に環境面で、東京にまたとないようなすばらしいところなので、やはり小金

井ってそういう場所であるということを公に認知、広く皆さんにも認知してもらうた

めにも、あるいは小金井の将来、小金井のよりよい場所にする、その将来のためにも、

小池知事の環境先進都市・東京という構想を受けて、そのモデル地区に小金井市を指

定してもらうと、そういうことをぜひ働きかけていただけないだろうかと。これは、

別のあれで一、二度お願いしたことでもあるんですけれども、改めて小金井市が例え

ば環境宣言、環境保全宣言をするということはもちろん考えられるわけですけれども、

まあそれと同時にというか、よりおそらく有意義だと思われるのは、小池知事のほう

にやはり一度早い機会に、今必要ならばここへ来てもらって、本当にここはすばらし

いところだということが彼女としてもわかれば、これはやっぱり二度とこういうもの

を壊したりして、こういう自然をもとへ戻すということは不可能なんだから、やはり

これはやっぱり何とかして保全すると同時に、単に現状維持ということではなくて、

さらにいろんな意味で改善すべき点もあるでしょうから、そういうことをやって、よ

り大切なものとして将来ともこれが保全されるように、そのためにとりあえず小金井

市を、繰り返しですけれども、彼女の言う環境先進都市構想という考え方に、その推
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進のために１つのモデル地区に指定すると、モデル地区に指定してくれということを

ぜひご提案いただくようなことができれば、非常にいろんな意味でこれはいい効果が

出る、将来的にも話だと思うんですよね。それから同時に、もう少し長い目でといい

ますか、それと関係のあるもう一つの提案は、最初に申しましたとおり、非常に自然

環境もいいし、それからプラスそういう古代人が住んでいた遺跡もあるような、そう

いうそれだけではなくて、ほかにもおそらく私の知らないいろんな隠れたそういうも

のがまだおそらくあるんだろうと思うんですが、そういうような状況を受けて、この

できれば中長期的にはこの小金井という、武蔵野、小金井などがここに当たる中心で

す。といいますのは、小金井公園があるじゃないかという話もあるんですが、小金井

公園というのは非常にこれは複合的な施設ですけれども、人工的な公園ですよね、い

ってみればね。ところが、武蔵野公園、野川公園というのは、本当の自然が残ってい

る、生態系の上からも、非常に貴重な本当の自然の残ったそういう場所なので、そこ

を中心にそれを世界遺産に登録すると。実は、これたまたま私これ夢想じゃなくて、

たまたま最近、福岡に福津市というところがあるんですけれども、そこの市長、副市

長の話を聞く機会があって、ここにパンフレットを持っていますけれども、似たよう

なところで、彼らは去年、世界遺産に登録しているんですよね。ですから、そういう

事例もあるので、ぜひそういうこともあるわけですから、単に夢物語じゃなくて、や

はり小金井がより魅力的に、より長くより多くの人が住み続けたい場所にするために

も、そういうみんなが夢の持てるような、そういう考え方も同時にあっていいのでは

ないかということで、こういうことを申し上げています。 

 できましたら、その２つの点についてコメントいただければと。よろしくお願いい

たします。 

 

○市長 

 小金井市民の方が、もともと住んでいた方も、ここで生まれた方も、あるいはさま

ざまな要因があって、理由があって小金井市に越してきた方も、一様に小金井市のい

いところというのは、やっぱり東京のこの中心部にあり、中央線から電車に乗れば新

宿まで２０分ちょっと、こんな場所なのに自然が豊かというのが、多くの方々がお答

えする小金井のよさだと思います。これは、市長への手紙の集計結果ですとか、ある

いは今６０周年ということで小金井市の歌をつくるために、市民の方々にどんな言葉

を入れたいですか、どんなフレーズを入れたいですかというアンケートをとりました

ら、言葉とフレーズだけで相当、二千数百個ぐらい集まったみたいですけれども、一

番多かったのは、やっぱり桜とか自然、野川、そういう本当に自然環境に関する言葉

だったと思っています。ですから、Ｆ様がおっしゃるように、当然今ある自然環境を

将来にしっかり残していくというのは、大変大切な取り組み、務めだと思っています。

また、自然環境にもさまざまなものがあります。緑、湧水、野川、農地もそうですね、

いろいろなものがありますが、一つ心配しているのは、やはり今どんどん農地が宅地

化してきているという状況は、心配しております。しかし、大切な財産でありますの

で、それはもうその所有者の方のいろいろなご判断がありますし、税制もあります。
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しかし、農地が果たしている役割もとても大きくて、防災、教育、環境、福祉、いわ

ゆる食の安全だけではなくて、いろんな役割を果たしていますから、小金井市全体の

自然環境ということで見ると、農地の減少というのをこれからどうやって防いでいけ

るかというのが大きな課題ですが、生産緑地のいわゆる下限値が、５００平米から今

度小金井市は条例改正しまして、３００平米まで緩和をしました。また、１００平米

以上であれば、一団地の中でも飛び地も認めるということになりましたので、これで

生産緑地のいわゆる農地の保全につながればなと思っています。Ｆ先生がおっしゃっ

ているのは、当然、野川、はけ、武蔵野公園、こういったところの分野であるという

ことはよく承知してございます。環境先進都市を私も、その言葉がそのまま使えるか

どうかは別にいたしまして、小金井市は小金井市らしく、環境をしっかり保全してい

く、守る、そういう自治体でありたいと私も思います。例えば具体的なことで申し上

げれば、玉川上水沿道にずっと２８０年間植えられてきた小金井桜、これは山桜の一

大名所ですね、国の名勝になり、関東随一の花見の名所となり、明治天皇も行幸され、

歌川広重にも描かれたすばらしい小金井市の伝統財産、もう財産ですよね。しかし、

都市化やいろいろなことによって、１,４００本あった桜が今８００本になってしま

っています。そうやって、今も東京都とずっと連動して、私も都議会議員時代から頑

張ってきましたけれども、あの桜並木をこれからもやっぱり残していきたい。世界遺

産を目指そうということでいえば、玉川上水を世界遺産目指そうということをおっし

ゃる市民の方もいらっしゃいます。あれは、当時の３００年前の土木技術世界水準で

いえば、すごい技術なんだと、羽村からずっと江戸まで水を引くなんていうことは、

あの当時でいえばもう大変な技術だったんだと、土木工学的にはものすごい価値があ

るんだということで、世界遺産をめざしている方々も実際にいらっしゃいます。Ｆ先

生がおっしゃったように、武蔵野公園、野川公園、私も今すぐそこ一緒に、世界遺産

めざしましょうとまではちょっと今断言できませんけれども、でも本当にそれぐらい

に匹敵する大切な自然の財産だと思います。 

 福津市は私も行きました。あそこはお隣の宗像市がありますよね、宗像市というの

は小金井の有名な画家、中村研一画伯の生まれた出生地です。私もその生家に行きま

した。中村家ご兄弟で画家なんですよね、生家美術館というのがありまして、行って

まいりました。あそこが世界遺産になったのは、たしか宗像大社と古墳群ということ

で、連動する長い歴史のある自然崇拝に基づく、非常に価値のある宗像大社と古墳群

ということで世界遺産になったということで、私も見てまいりまして、大変感銘しま

した。以上でございます。 

 

○司会 

 では次、どなたか。では、最初の方優先で。 

 

○市民Ｇ 

 すいません、貫井南町の○○でございます。お世話になります。昨年の座談会で、



33 

 

街路灯のお話をさせていただいて、市長さんのほうから、後ほど個別にとありがたい

お言葉いただいて、ありがとうございます。その後も要望・意見カード、何度か出さ

せていただいたんですけれども、なぜかお返事がいただけなくて、今日また伺わせて

いただきましたけれども、はじめに市長さんが、住所、お名前言っていただければ、

こちらから連絡しますとおっしゃっていただきましたので、ちょっと今、市長さんも

お答えにくい部分がかなりありますので、ちょっと書類、お渡しさせていただいて、

後ほど市長さんのほうからご連絡をお願いしたいと思いますし、６月議会が終わった

ら、早急にやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○市長 

 はい、お手紙を用意していただいたということなので、そのお手紙をお預かりさせ

ていただいて、担当課と相談をさせていただきたいと思います。ただ、どうしても行

政として、できること、できないことありますので、そこはどうかご理解いただきた

いというふうに思いますが、ご意見承ります。 

 

○司会 

 時間が迫っていますので、あと一、二名にしたいと思います。今、手が挙がってい

るのが２人ですので、最初に挙がったこちらの方からお話しいただいて、最後にでは

２番目の方ということで。 

 

○市民Ｈ 

 すいません。フリートークということなので、ちょっと具体的な話になってしまう

んですけれども、時間がないので文書をまとめていますので、ちょっと読ませていた

だきます。小金井の地域猫活動とペットショップのかかわりについての意見です。私

は平成２８年度より市の支援事業として始めた飼い主のいない猫対策、地域猫活動を

市の公認ボランティアの団体を通してお手伝いしてまいりました。昨年度、頭数で言

うと小金井市としては約９０匹捕獲したということなんですけれども、その中の約５

０匹の捕獲とか手術に携わってきました。今期も引き続き頑張ろうと奮起していたん

ですが、いきなり所属の公認ボランティア団体の代表、また事務局の人間が辞任して

しまい、未公認の団体になってしまったものですから、身動きがとれなくなって、今

回ボランティア、市のボランティアの活動をやめようと考えております。後に職員さ

んに聞いた話なんですが、この公認ボランティアの団体、認定消滅の経緯の中に、今

年２月だと思うんですけれども、多分ペットショップでセミナーを開くという話が、

もうちょっとで市報にまで載るという段階まで来ていたということをちょっと聞い

たんですけれども。それが突然中止になったことが、その会の中での意見の食い違い

みたいなものがあって、ちょっとその会がなくなってしまったという経緯があります。 

 一ボランティアの私が、この場でちょっと意見を申し上げるのもはばかりますが、
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ちょっと個人の意見として聞いていただきたいと思います。市がペットショップでの

セミナー、また催し物を主催する、また協賛など、名前を連ねて活動することは、ぜ

ひこれからも２月にやめているので、これからも行わないでほしいと私は考えており

ます。なぜなら、今の流れ、世の中の流れとして、動物の生体販売を行っているペッ

トショップ、またその裏に繁殖業者とか、売れ残った動物を引き取ってしまう業者、

さらにまた反社会勢力の資金源にまでなっている話が、新聞とかテレビなどで毎日取

り上げられているようです。さらに今年は、５年に１度の動物愛護法の改正時期なの

で、動物愛護団体とかボランティア団体がすごく注目していることなので、署名活動

とかいろいろ集会が今行われている状況になっております。そんな中で、生体販売を

する営利団体のペットショップと市が、名前を並べてセミナーをしたり、催し物を行

うことはぜひ避けてほしいと私は思っております。最後に、市がガイドラインをつく

り、助成金を出すようになり、地域猫活動に取り組んでまだ１年なんですが、いまだ

に成功したとか、もう失敗したとか、結果を出す段階ではまだないと思います。ペッ

トショップセミナーをやるということは、飼育地域猫活動の考えに逸脱したものと私

は考えております。もし自分がかかわって、まだ約１年なんですが、自分は自分なり

に一生懸命活動してきた小金井市の地域猫活動を守りたく、またこのペットショップ

等と組んで何かをするということは、市の名前に傷がつくのではないかと私は考えま

すので、ぜひ市のためでもありますので、ちょっと意見として発言させていただきま

した。よろしくお願いいたします。 

 

○市長 

 ありがとうございます。まず、地域猫活動ということで、ご尽力をこの間いただい

てまいりましたことには、本当に深く感謝申し上げます。ありがとうございます。今

いろいろな経過ですとかをお手紙を読み上げていただきまして、私も詳細まで把握で

きていないことがありますので、担当ともちょっと話をさせていただいて。その文書

もいただいて検討させていただきたいと思います。ただ、地域猫活動は、とても大切

な活動だと思っています。そういった方々がいらっしゃるからこそ、猫にとっても地

域にとっても近隣の方々にとっても、どういう社会が望ましいかということを皆様方

が一生懸命実践してこられたということには、意義があると思っております。 

 ただ、今何人かの方がおやめになっているというような状況もありましたので、こ

れ環境政策課のほうが所管していると思いますけれども、担当のほうともちょっと話

をさせていただきたいと思います。ありがとうございます。 

 

○市民Ｉ 

 もう時間がありませんので、今、Ｄさんがお話をされた通学路のことなんですが、

別に市長に意見を求めるつもりはありませんけれども、お母さんと、特に小学校です

ね、小学校の父兄、それから市役所の通学路を例えばやっている担当者、それから学

校長、副校長の人たちから聞いてくる言葉というのが、非常に現場を知らないんだよ
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ね。目に見えて危険な現場を知らな過ぎるということで、非常に残念に思っています

ので、特に今、Ｄさんが言った通学路のことについて、市長が本当に強いリーダーシ

ップを発揮しないと、一番肝心な親と市役所と学校とＰＴＡというのが、非常にこの

まま放っておくと非常に正直言って心配をしております。目に見える危険だから、手

を打てばできるんですよね、これは正直言って。で、もう一つは、目に見えない危険

というのは、新潟の件ですよね。あれが発生、市では発生したことがあるんですかね、

ああいう事件が。ないですよね。あれがここの小金井で起きたら、正直言ってね、大

変なことだと思うので、目に見えた危険さえも除去できないようなあれであれば、目

に見えない危険なんて到底おぼつかないと僕は思っています。ぜひ、市長が遠慮なく、

やっぱり現場を知っていただいて、その危険があればびしっとした指導を、ぜひ指導

していただきたいということを強くお願いしておきます。よろしくお願いします。あ

りがとうございました。 

 

○市長 

 最後になります、よろしいでしょうか。 

 

○市民Ｊ 

 じゃあ、最後に簡単に。多分、市長もご存じだと思いますけれども、小金井にある

いくつかの文化的な施設や遺跡がありますよね。これは、この前も言いましたので簡

単に言いますが、水田の碑というのがあるんですが、残念ながら小金井の農地はどん

どん減っておりまして、小金井にもともとあった水田、これは献上米として天皇家に

納めたこともあるくらいの良質な米がとれたんだそうです。その水田は、実は第二遊

水地という形で、遊水地になって掘られてしまっております。ただ、そこに碑だけが

残っているんですよね。その碑も、先ほど言いましたシルバー人材センターの詰め所

の陰に隠れてしまって、見えなくなっております。６０周年記念はいいんですが、市

歌なんかつくらなくてもいいから、その水田がちゃんと見えるように、歴史的なしか

も文化的な遺産ですから、向きを９０度変えるだけでそういった遺産が見えるように

できるわけですので、ぜひそういうことを対策をとっていただきたい。それは、西岡

さんがまさに子どものころ、遊んだ地域であるはずですから、見に行けば、あ、これ

だなということはすぐわかると思うんですね。 

 

○市長 

 見に行ってきました。 

 

○市民Ｊ 

 はい。それから、もう一点は、はけの斜面というのは、実ははけの斜面の自然とい

うのは、ただ公園としての緑があるということではないんですね。学術的に非常に貴
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重な、江戸時代以前からの武蔵野の種が保存されております。例えば、キンランとか

ギンランとかいった絶滅危惧種の野生の蘭があります。そのほかに、ナンバンビセン

もそうですし、フデリンドウもそうなんですが、それから浅間山にあるムサシノキス

ゲ、これの亜種であるノカンゾウがあります。こういった希少植物がはけの斜面には

ありまして、なおかつそこにオオタカが生息していたり、カワセミが生息していたり

するんですね。そういった極めて良質な自然環境ですので、ただ公園、ただ緑地とい

うだけではなくて、まさに先ほどＦさんがおっしゃっていたように、世界遺産に登録

するだけの価値のある自然環境なんです。ぜひそういった学術的な重要さということ

を認識して、保全をするということを考えていただきたいと思います。 

 

○市長 

 貴重なお話をありがとうございました。水田跡地は、私もすぐに見に行きましたし、

よく通るときには見ています。何ができるか、ちょっと考えなければいけません。そ

れから、緑地というのはさまざまなものなので、国分寺崖線、あの自然環境、とても

すばらしいと思いますし、キンラン、ギンラン、私もとても大切なものだということ

はよく承っております。天皇陛下が今年の歌会始の儀で読んだ陛下の歌は、キンラン

の歌でした。それは中学生のとき、１２歳から１７歳まで５年間、陛下は小金井市、

小金井公園の中に家を建てられて住まわれました。学習院中等科も暫定的につくられ

た。そのときに、天皇陛下がキンラン、ギンランを見つけて、好きになられたそうで

すね。それが、皇居の中にも咲いていたと、皇后さまと散歩していたら。そして、キ

ンランが咲いている、そして、ああ、このキンランを見て、自分の青年時代、小金井

公園の中で、あの小金井で見たキンラン、ギンランを思い出したと、素敵な歌を詠ま

れているんですね。せめて、そのキンラン、ギンランというのは大切な野草だなとい

うことは、私も勉強させていただきました。ありがとうございます。 

 

○司会 

 それでは、お時間となりましたので、最後に市長より一言申し上げまして、終了と

させていただきます。 

 

○市長 

 時間が過ぎておりますので、本当に短く申し上げます。今日は貴重なお時間をいた

だき、またさまざまなご意見をお寄せいただきまして、まことにありがとうございま

した。お寄せいただいたご意見は、しっかり受けとめさせていただきます。そして、

反映していけるべきものは、しっかり反映してまいります。 

 新庁舎及び（仮称）新福祉会館建設は、小金井市の市政の課題の中で避けて通れな

い課題でございます。どなたが市政のかじ取り役を担っても、この現状のままでいい、

放置できる課題ではありません。したがいまして、早期に未来のために何が一番いい
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方策になるということで考え抜いた、検討してきた結果であります。もちろん、今後

修正すべきところは修正したり、コスト意識を持って頑張ってまいりますが、早期に

改造しなければいけない課題でございます。また、先ほどは財政的なことでも、いろ

んな大変重要なご指摘をいただきました。起債というものを活用することになります

けれども、そのことが、市民サービスの何か低下につながるようなことはあってはな

らないと思っておりますので、その点もしっかり念頭に入れて取り組んでまいりたい

と思います。これから第２回定例会が始まりますと、この庁舎、福祉会館をはじめ、

さまざまなことがまた議会でもご議論いただくことになります。まずはこの新庁舎、

新福祉会館がしっかりと軌道に乗って、具体的な事業化に移行できるように、私とし

ては何としても努力してまいりたいと思っておりますので、ぜひご理解をいただけれ

ばと思っております。 

 今日は貴重なお時間をいただきまして、まことにありがとうございました。御礼申

し上げます。どうもありがとうございました。 

 

○司会 

 以上をもちまして、平成３０年度、第２回市民と市長の座談会を終了させていただ

きます。本日はどうもありがとうございました。アンケートにつきましては、退出の

際回収いたしますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 


